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指定介護予防支援事業者の指定について 

 

1 法的位置づけ・指定基準（参考） 

（１）介護保険法第 58 条第 1 項 
   指定介護予防支援は、市町村長が指定する指定介護予防支援事業者によって行われる。 
 
（２）介護保険法第 115 条の 22 第 1 項  

指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支援センターの設置者又は指定居宅介護支援事業者

の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行う。 
 【二重線の箇所は、令和６年４月１日付で改定】 

 
（３）介護保険法第 115 条の 22 第 4 項 

介護予防支援事業者の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被

保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 
 
（４）介護保険法第 115 条の 31 
   指定は 6 年ごとにその更新を行わなければ、その期間の経過によってその効力を失う。 
 
（５）川崎市介護保険条例第 5 条の 3 

川崎市地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの設置及び運営に関する事項、

法第５条第３項に規定する施策の包括的な推進に関する事項並びに指定介護予防支援事業者の指

定に関する事項について調査審議し、市長に対し、その結果を報告し、又は意見を申し出ることが

できる。 
 
【指定基準（概要）】 

施
設
区
分 

地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 

人
員
基
準 

管 理 者   事業所ごとに配置すること。 
  常勤専従であること。 
  管理に支障がない場合は、当該事業所の

管理者以外の職務、又は当該地域包括支

援センターの職務に従事可能 

  事業所ごとに配置すること。 
  常勤専従であること。 
  管理に支障がない場合は、当該事業

所の管理者以外の職務、又は他の事

業所の職務に従事可能 
従 業 者   事業所ごとに配置すること。 

  １人以上必要数の介護予防支援担当職

員（①保健師、②介護支援専門員、③社

会福祉士、④経験ある看護師、⑤高齢者

保健福祉に関する相談業務等に３年以

上従事した社会福祉主事のいずれか）を

置くこと。 
  当該地域包括支援センターの職員等と

兼務可能 

  １人以上の員数の指定介護予防支援

の提供に当たる必要な数の介護支援

専門員を置くこと。 
  居宅介護支援事業所の介護支援専門

員と兼務可能 

設
備
基
準 

設備及び

備 品 等 
  必要な広さの区画を有すること。 
  必要な設備及び備品等を備えること。 

・左記と同様 

 

資料１－１ 
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※指定とは… 事業者あるいは施設が、法の定める施設・人員基準を満たしているか否かをチェックす

る確認行為で、行政の裁量権は狭く基準を満たしていれば指定を拒否することはできない。指定を受

けることで介護保険制度の仕組みに乗ることができる。 
 

※ 介護予防支援とは… 在宅の要支援者がサービスを適切に利用することができるよう、介護予防

サービス計画を作成し、サービス提供の確保のために連絡調整その他の便宜を行うこと。 
 
 



資料１(別紙)

法人名
既に指定を受けている

居宅介護支援の
事業所番号

既に指定を受けている
居宅介護支援の事業所名

事業所所在地
既に指定を受けている

居宅介護支援の
開設年月日

該当なし

該当なし

法人名 事業所番号 事業所名 事業所所在地 指定更新(予定)年月日

指定介護予防支援事業所一覧(新規・更新事業所)

　２．指定介護予防支援に係る指定申請のあった居宅介護支援事業所（令和７年１２月１日から令和８年２月１日の指定分）

　１．指定介護予防支援に係る指定申請のあった居宅介護支援事業所（令和８年４月１日から令和８年６月１日の指定分）

有限会社野いちご 1470100916 野いちごケアセンター
横浜市鶴見区本町通2-85-2

ニックハイム鶴見第6-101
平成16年4月1日

令和8年7月1日

３．指定介護予防支援に係る更新申請のあった事業所（令和７年１２月１日から令和８年２月１日の指定更新分）

４．指定介護予防支援に係る更新申請予定の事業所（令和８年３月１日から令和９年３月１日の指定更新予定分）

社会福祉法人
照陽会

1405100056
みんなと暮らす町

介護予防支援事業所
川崎市幸区東古市場116-12 令和8年4月1日

社会福祉法人
春日会

1405200062
社会福祉法人春日会

とどろき地域包括支援センター
川崎市中原区今井南町8-5

アイテック武蔵小杉101



京町地域包括支援センターの移転について（案） 

 

１ 概要 

 川崎医療生活協同組合が設置・運営している京町地域包括支援センターについて、隣接ビル１階の同

法人使用フロアに事務所を移転する。 

 

２ 京町地域包括支援センターについて 

（１）運営法人 川崎医療生活協同組合 

（２）所在地  川崎区京町２－１５－１６神和ビル３階 

（３）担当エリア 

   大川町、小田２～７丁目、浅田、京町３丁目、田辺新田、白石町 

                     

３ 移転先及び移転予定日について 

（１）移転先 川崎区京町２－１６－３エステスクエア川崎京町１０５ 

 （２）移転予定日 令和８年４月以降 

 

４ その他 

  電話番号、事業者番号等に変更なし 

  

資料２ 



長沢地域包括支援センターの設置・運営法人の変更について（案） 

 

１ 概要 

 長沢地域包括支援センターの設置・運営法人である社会福祉法人白山福祉会について、令和８年４月

に同法人が所属する湖山医療福祉グループの法人再編により、社会福祉法人湖聖会に吸収合併されるこ

ととなっている。 

 上記により、社会福祉法人湖聖会が長沢地域包括支援センターの設置・運営を継承することとなる。 

 

２ 長沢地域包括支援センター 

（１） 運営法人 社会福祉法法人 白山福祉会 

（２） 所在地  多摩区長沢２－１１－１ 

（３） 担当エリア 

    東生田、枡形５～７丁目、長沢、東三田、三田 

 

３ 設置・運営法人の変更 

 （１）変更前 

   社会福祉法人 白山福祉会 

   理事長 湖山 泰成 

 

（２）変更後 

社会福祉法人 湖聖会 

 理事長 湖山 泰成 

 

４ 社会福祉法人 湖聖会について 

（１） 所在地 

静岡県富士宮市大鹿窪１４３番地１ 

  

（２） 主な運営事業 

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・老人短期入所事業・老人デイサービス

事業・老人介護支援センター・老人居宅介護等事業・障害福祉サービス事業・認知症対応型老人共

同生活援助事業・小規模多機能型居宅介護事業の経営及び居宅介護支援事業・地域包括支援センタ

ーの事業 

 

５ その他 

  センター名称、所在地、電話番号等に変更なし 

  法人変更により、指定介護予防支援事業所としての事業者番号は変更予定 



次期かわさきいきいき長寿プラン策定に向けた論点整理
（介護予防・自立支援関係）

川崎市健康福祉局
地域包括ケア推進室

資料３



これまでにいただいた主なご意見（介護予防・自立支援関係）

• 年5千人の新規要支援者がターゲットということを明確にしなければならない
• 介護予防と重症化予防を目指すアウトプット指標があるべき。川崎市の指標として、介護度改善の割合は把握している。改善の期間が延びたというのを指標

にしても良いのでは。
• 予防の人だけ切り話して分けるのではなく、要介護の重度の人の維持の期間なども含めて、改善度を一緒に測りながら、一体的に考える必要がある。
• 地域包括支援センターに相談が来ない閉じこもりの方も含めて問題が大きくなっていると考えると、総合相談が多いほうが市としては望ましい。アウトプッ

トの一つを総合相談ケース数にしても良いのでは。
• 地域包括支援センターが地域リハビリテーション支援拠点に繋げないことについて、「特に理由がない」という回答が多くなっているが、それ自体（総合相

談の機能）に理由があるのでは。

論点１ 明確な施策目標の設定に関すること

論点２ 相談ニーズがない方への対応
• 課題ある人の発見システムが確立されていないのが問題。いくら地域包括支援センターの体制を整えても閉じこもりの人がつながらない。
• かかりつけ医の協力が必要。虚弱の方でフレイルと予測された場合に、訪問リハは専門職である理学療法士などが介入すると定期的に医師に報告が入るが、

通所リハの場合は報告がなく、その後の状況がわからなくなる。フィードバックの方法などを含めて連携方法を整理する必要があるのでは。

論点３ サービス提供体制のあり方
• ヘルパーによる支援の必要性が疑われる利用者が見受けられる。介護人材が不足している状況で、介護度の重い要介護者への対応が賄っていけるのか。
• 今後、増加が見込まれる独居高齢者の支援が必要な要支援者等に対し、サービスが滞ってしまうのではないか。
• 行政が作る制度に合わせるのではなく、社会状況に合わせて民間事業者を活用した方が良い制度が作れるのではないか。市の負担も軽くなるのではないか。
• 対象者自身が自分でもできるようにしていくことが介護予防訪問介護のはずが、そうはなっていないのではないか。介護予防ということの意味合いについて、

行政がもし理解していたとしても事業所に伝わっているのか。
• ヘルパー派遣を限定的にする場合、代替を考えていただきたい。ふれあい収集は集合住宅等の場合、1階までは持っていく必要があり、それができない人もい

る。有償ボランティア、シルバー人材で対応できるかどうかの確認が必要。
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論点１ 明確な施策目標の設定

• 年5千人の新規要支援者がターゲットということを明確にしなければならない
• 介護予防と重症化予防を目指す指標があるべき。川崎市の指標として、介護度改善の割合は把握している。改善の期間が延びたという

のを指標にしても良いのでは。
• 予防の人だけ切り話して分けるのではなく、要介護の重度の人の維持の期間なども含めて、改善度を一緒に測りながら、一体的に考え

る必要がある。
• 地域包括支援センターに相談が来ない閉じこもりの方も含めて問題が大きくなっていると考えると、総合相談が多いほうが市としては

望ましい。
• 地域包括支援センターが地域リハビリテーション支援拠点に繋げないことについて、「特に理由がない」という回答が多くなっている

が、それ自体（総合相談の機能）に理由があるのでは。

明確な施策目標の設定に関すること（これまでいただいた主なご意見）

 市の総合計画指標として「要介護２になる年齢（男女）」「要介護者の維持改善率」を設定
 相談機能の充実強化のため「高齢者総合相談・支援事業」を新設
 関連事業の関係性を整理し、指標等を設定

 次期かわさきいきいき長寿プランにおける介護予防・自立支援の目標（案）

『体の衰えや生活課題を抱えながらも、自らの望む場所で、ワクワクする暮らしをあきらめない。』
3



次期計画策定に向けてさらに検討が必要な事項①

 介護予防・自立支援施策の指標として「要介護２以上になる平均年齢」の引き上げを設定したうえで、「体の衰えや生
活課題を抱えながらも自らの望む場所で、ワクワクする暮らしをあきらめない。」という目標（案）をお示ししたが、
本人・家族・関係する専門職等のそれぞれの視点から見て、表現として過不足ないか。
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次期計画策定に向けてさらに検討が必要な事項②

 「施策目標」の達成に向けて、「あきらめない」ことを支えるために、地域包括支援センターの初期相談機能が重要と
なる。現在、研修体系の整備等を進めているが、総合相談機能の充実等に向けて、今後さらにどのような取組が求めら
れるか。
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論点２ 相談ニーズがない方への対応

相談ニーズがない方への対応

• 課題ある人の発見システムが確立されていないのが問題。いくら地域包括支援センターの体制を整えても閉じこもりの人がつながらな
い。

• かかりつけ医の協力が必要。虚弱の方でフレイルと予測された場合に、訪問リハは専門職である理学療法士などが介入すると定期的に
医師に報告が入るが、通所リハの場合は報告がなく、その後の状況がわからなくなる。フィードバックの方法などを含めて連携方法を
整理する必要があるのでは。

 現状、新規認定者の４割（年間２千人）を占めるサービス未利用者の実態については把握ができていないため、「介護認定申請まで
の経過に関する状況調査」を実施（R8.2〜3）

 相談意思がない方や、改善意欲が薄い方への働きかけが難しく、信頼関係構築等に時間を要する
 担い手が不足する中で、緊急対応を要する方以外への、伴走的な働きかけや、つなぎ先の社会資源確保が難しくなっ

ており、新たな対策を検討する必要がある
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次期計画策定に向けてさらに検討が必要な事項③

 相談意思がない方や、改善意欲が薄い方への働きかけ・介入が難しいが、どのような場面や機会、タイミングで働きか
けることで、社会とのかかわりを維持し、活動量を保つことができると考えられるか。

 担い手が不足する中で、支援者の効果的・効率的な連携や、担い手の多様化が必要となる。従来型の介護サービス以外
の選択肢を充実させるためには、どのような主体・活動・取組との連携が考えられるか。
例）スポーツクラブ、カルチャーセンター、〇〇カフェ等
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（参考）地域が主体となったつながりづくり

地域住民が主体となった社会参加や人と人とのつながりを生み出す取組。 ※以下の取組は主な例

町内会・自治会 老人クラブ 認知症カフェ 子育てサロンでの多世代交流

子育て中の親子が地域で集う場に、
多世代が交流するつながりづくり

認知症の人と家族、地域の人等が気軽に
集まり、理解を深めるつながりづくり

健康体操 会食会 サロン・カフェ 趣味・教養

共通の趣味活動等への参加を
通じたつながりづくり

誰もが気軽に立ち寄り、楽しく過ごす、
交流を目的としたつながりづくり

一人暮らし高齢者等を対象とし
た食事を通じたつながりづくり

健康づくり等を目的に地域で自主的に行
われるつながりづくり

様々な住みよいまちづくりの活動を通じた
地域のつながりづくり

いきがい・健康づくり活動や社会奉仕活動
を通じた高齢者のつながりづくり
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（参考）行政資源・事業を活用したつながりづくり

行政資源・事業を活用した社会参加や人と人とのつながりを生み出す取組。 ※以下の取組は主な例

いこい元気広場 防災・防犯 SDGs活動 プロボノ

専門スキルを活かした団体・活動支援
（プロボノ）を通じたつながりづくり

（健康福祉局） （危機管理本部） （総務企画局） （市民文化局）

SDGsのゴール達成を目指す取組・活動
を通じたつながりづくり

グリーンコミュニティ 地域の寺子屋 生涯学習（市民館・図書館） パラムーブメント

多様性を尊重し、多様な主体の社会
参加を目指すつながりづくり

（建設緑政局） （教育委員会事務局） （教育委員会事務局） （市民文化局）

学習や活動を通じた
つながりづくり

多世代で学ぶ生涯学習の拠点を
通じたつながりづくり

公園等でのみどりの活動を通じた
つながりづくり

老人いこいの家等での健康づくりを通じた
つながりづくり

自主防災組織による
防災訓練を通じたつながりづくり
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（参考）民間活用を含む多様な主体と連携した取組事例

「地域包括ケアシステム連絡協議会」のプラットフォームにおいて行政が間に入って地域住民・団体、民間企業、企業とが連携した取組のほか、予
防やつながり、生活支援の領域での事業者間の連携・共創による新たな取組が地域の中で生まれている。

スポーツ×健康相談 移動販売×つながり 金融機関×備え（資産管理）空きスペース×地域の居場所

麻生区内６カ所のスポーツクラブ
等で自分の健康状態のチェックと
結果に合わせた個別のアドバイス
を管理栄養士・保健師から受ける
ことができるイベントを実施。

川崎信用金庫様による
老人クラブ向けの資産管理講座

マルエツ様による
移動販売と連携したつながりづくり

地域住民から構成される地区社協
が移動販売事業者と連携し、買い
物による集いの場をつくり、弁当
の購入等により移動販売時にあわ
せて会食会を定期的に開催。

高齢期における資産管理に関する
課題に対する備えの必要性を地域
の方々に知っていただくため、川
崎信用金庫が地域の老人クラブ向
けに講座を開催。

スポーツクラブ等と麻生区役所が
連携したあさおの保健室

高齢期の資産管理地域でのつながりづくりスポーツジムでの出張保健相談 地域の居場所づくり

生活協同組合パルシステム神奈川
麻生センター様による地域の居場所づくり

配送センターの空きスペースを活
用し、区や地域包括支援センター、
地域住民等と連携して、それぞれ
ができることを持ち寄り、つなが
り、支え合う地域の居場所づくり
を定期的に開催。
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論点３ サービス提供体制のあり方

サービス提供体制のあり方
• ヘルパーによる支援の必要性が疑われる利用者が見受けられる。介護人材が不足している状況で、介護度の重い要介護者への対応が

賄っていけるのか。
• 今後、増加が見込まれる独居高齢者の支援が必要な要支援者等に対し、サービスが滞ってしまうのではないか。
• 行政が作る制度に合わせるのではなく、社会状況に合わせて民間事業者を活用した方が良い制度が作れるのではないか。市の負担も軽

くなるのではないか。
• 対象者自身が自分でもできるようにしていくことが介護予防訪問介護のはずが、そうはなっていないのではないか。介護予防というこ

との意味合いについて、行政がもし理解していたとしても事業所に伝わっているのか。
• ヘルパー派遣を限定的にする場合、代替を考えていただきたい。ふれあい収集は集合住宅等の場合、1階までは持っていく必要があり、

それができない人もいる。有償ボランティア、シルバー人材で対応できるかどうかの確認が必要。

 サービス提供体制のひっ迫を踏まえ、事業所へのヒアリング等を進め、新たな利用対象者要件等を検討
 併せて、ヘルパー以外による訪問型サービスの実施可能性について、関係団体へのヒアリング等を実施

訪問型サービス事業所へのヒアリングの実施（主な意見）
 現状のままでは、必要性の高い利用者がサービスを利用できないという状態が生じることが懸念される。 
 ヘルパーが関わるべき利用者に資源を集中し、「ケアマネジメントによりヘルパーによる支援の必要性が低いとされた方」について

は、 民間事業者や有償ボランティアなど、他の社会資源を活用する方向性が望ましい。 

11



次期計画策定に向けてさらに検討が必要な事項④

 訪問型サービスの新たな利用対象者要件等を検討する際に、配慮すべき事項はどのようなものか。

 ヘルパー以外による訪問型サービスの検討にあたり、従来の訪問型サービスとの差別化を図るうえで、付加する機能と
してはどのようなものが考えられるか。
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過去１年間で、要介護２以下（※要介護度は要検討）で在宅生活を諦めた（＝在宅から居所変更した）人の割合
「要介護２以上の要介護認定」または「要介護認定」を最初に受ける人の平均年齢
（市データベース／地域包括ケア「見える化」システムから算出）

軽度者支援における【最終アウトカム】とその達成に向けた条件

指 標

 要支援期における適切な予防的対応によって要介護状態に悪化するタイミングを延伸することが期待されることから、国の健康寿命の定義を援用し、最初
に要介護２以上の認定を受ける平均年齢の上昇を指標として設定。

 なお、要介護２以上となる人の中には、脳血管疾患や外傷性の傷病など軽度者の取組とは関連の低い経路で要介護状態になる人も含まれること、また軽度
者支援においては一般介護予防事業の効果も対象とすること、さらに自費サービスへの誘導などから要支援認定を受ける人そのものが減少する可能性もあ
ることから、初めて要支援・要介護認定を受ける平均年齢の上昇も併せて評価対象とする

 川崎市における包括の機能は、身体的な機能回復だけでなく、社会的な自立支援の観点からも、地域生活の継続を目指すものである。

体の衰えや生活課題を抱えながらも
自らの望む場所で、ワクワクする暮らしをあきらめない。

最終アウトカム

ワクワクする暮らしをあきらめない

 年齢とともに身体機能が低下すると、やりたいことをあきら
める傾向があります。しかし、要支援の方の中には、適切な
サポートで再び元気を取り戻せる方も多くいます。

 また体の衰えは受け入れつつ、周囲の環境を調整したり、や
り方を工夫するだけでそれまでの活動を継続できる場合も少
なくありません。

 さらに、人とのつながりが薄れることも生活をあきらめる大
きな要因です。川崎市では、身体面の支援に加え、孤立や孤
独を防ぎ、人とつながる機会を大切にする取り組みも進めて
いきます。

体の衰えや生活課題を抱えながらも 自らの望む場所で

 住み慣れた地域や自宅など、本人が大切にして
きた環境で暮らし続けることを意味します。な
じみの友人や家族、行きつけのお店やスポーツ
ジムなど、日々のつながりや安心感が、その人
らしいワクワクした暮らしを支えています。

 しかし、日々の生活に支援が必要な段階になる
と、こうした環境を離れざるを得ない場合も少
なくありません。

 だからこそ、川崎市では、できる限り今の生活
環境で暮らし続けることを目指していきます。

 誰もが自分のペースで、自分らしく「ワクワク
する暮らし」を続けたいと願い、また多くの人
がそのための努力をされてきました。

 しかし、要支援認定を受ける頃には、心や体の
衰えを感じ始め、「ワクワクする暮らし」を少
しずつあきらめてしまう方も少なくありません。

 川崎市は、そんな「あきらめ」をせず、できる
限り長く自分らしい暮らしを楽しめるよう、さ
まざまな支援に取り組んでいきます。
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【最終アウトカム】の達成に向けた条件

【財政】介護保険財政面から持続可能性のある仕組みであること
【人材】介護専門職の中重度者へのシフトを妨げないこと

条 件

国からの交付金協議において個別協議を不要とする水準で継続的に運営されること（財政的制約）
訪問系サービスにおける訪問介護／訪問型Aの比、通所介護／通所型Aの比において要介護者への提供比率が維持・上
昇していること（人材の要介護者へのシフトが維持・進捗していること）

指 標

 川崎市が「体の衰えや生活課題を抱えながらも、自らの望む場所でワクワクする暮らしをあきらめない」という目標
を掲げ、その達成を目指すにあたっては、いくつかの制約があります。
 市は、この制約を踏まえて、目標の実現を目指す必要があります。主な制約としては、財政面での制約と人材面での

制約に整理することができます。

財政面での制約 人材面での制約

 人材不足が深刻化する中、介護人材は要介護者や中重度者への対応が求め
られています。そのため、市のサービスや事業は、要支援者向けの専門職
が要介護者への支援にシフトしやすい仕組みとすることが重要です。

 総合事業の実施では、専門職以外の人材によるサービス提供への転換も重
視しており、要支援認定者と要介護認定者の利用者数の比率を指標として
設定しています。

 軽度者の生活支援や介護予防を進めるための事業である「介護予防・日常
生活支援総合事業（総合事業）」は各市町村が柔軟に設計できる仕組みで
すが、年間予算に上限があり、その範囲内で効果的な取り組みを実施する
必要があります。

 なお、国の政令に基づき予算上限は75歳以上の高齢者人口の増加率に比例
する形で設定されます。
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